
工事に係る競争入札参加資格者格付基準 

 

建設工事の請負契約についての競争入札に参加しようとする者（以下「競争入札参加者」

という。）の格付及び格付のための評定数値については、この基準の定めるところによるもの

とする｡ 

 

１ 格付の基準 

(１) 格付は、次に掲げる工事について行うものとする｡ 

ア 一般土木工事 

イ 建築工事 

ウ 電気工事 

エ 管工事 

オ 水道施設工事 

(２) 前号の格付は、競争入札参加者に必要な資格について、年度ごとに告示する客観的

及び主観的審査事項により算出した総合数値を勘案して行うものとする｡ 

(３) 第１号アの一般土木工事には、とび・土工・コンクリート工事（とび・土工・コン

クリート工事のみ場合を含む）を含むことができるものとする。この場合において、

経営事項審査結果通知書（以下「通知書」という。）における、一般土木工事及びとび・

土工・コンクリート工事の完成工事高を合算し、一般土木工事の完成工事高として再

計算して得た数値を総合評点とする。 

(４) 当該建設工事において、次の表に掲げる必要な資格及び技術者数に満たない競争入

札参加者は、格付の評定数値に該当するランクの下位に位置付けるものとする。 

建 設 工 事 

の 種 類 
ランク別 

必要な資格及び 

技 術 者 数 

左欄のうち１級又は２級に 

含まれる技術者の種類 

一般土木 Ａランク 
１級の技術者を２人

以上有していること 

１級土木施工管理技士 

建築 

Ａランク 
１級の技術者を２人

以上有していること 

１級建築施工管理技士又は、１

級建築士 

Ｂランク 

１級又は２級の技術

者を２人以上有してい

ること 

１級又は２級建築施工管理技

士又は、１級又は２級建築士 

電気・管・ 

水道施設 
Ａランク 

１級又は２級の技術

者を２人以上有してい

ること 

経営事項審査結果通知書の技

術職員数の１級又は２級の技術

職員 

２ 格付に係る審査項目及び基準 



(１) 客観的要素の審査項目及び基準 

客観的要素の審査項目及び基準は、平成６年建設省告示第１４６１号「建設業法（昭

和２４年法律第１００号）第２７条の２３第３項の規定に基づく経営事項審査の項目

及び基準を定める件」の定めるところによるものとし、当該審査事項及び基準に基づ

き、客観的要素の評定数値を算出するものする。 

(２) 主観的要素の審査項目及び基準 

ア 主観的要素の審査項目は、工事施工成績のみとする。 

イ 主観的要素の審査基準は、次のとおりとする｡ 

工事施工成績に係る評点は、前年に施工した工事に係る評定数値の平均により、

次の表の区分に従って算定するものとする｡この場合において､その平均値に小数点

以下の数値があるときは、これを切り捨てるものとする。 

評定点の平均値 評定数値 

８５ 以上 ５０ 

８０ から ８４ まで ４０ 

７５ から ７９ まで ３０ 

７０ から ７４ まで ２０ 

６５ から ６９ まで １５ 

６０ から ６４ まで １０ 

５５ から ５９ まで ５ 

５４ 以下 ０ 

３ 総合評定数値 

建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素の評定数値

と主観的要素の総合数値との和とする。 

４ 格付調整 

前年度において未登載の者及び前年度に比して等級に変動があった者については、過去

２年間の客観的数値及び主観的数値等を考慮したうえで、工事請負入札参加資格審査会に

おいて、１ランク上位又は下位の等級に格付けすることができる。 

５ 対応工事の予定価格 

前２項により格付された等級に対応する工事予定価格は、次のとおりとする。 

種類 

等級 
土木工事 建築工事 電気工事 管 工 事 

水道施設 

工  事 

Ａ 50,000千円以上 50,000千円以上 5,000千円以上 5,000千円以上 10,000千円以上 

Ｂ 50,000千円未満 
5,000千円以上 

50,000千円未満 
5,000千円未満 5,000千円未満 10,000千円未満 

Ｃ  5,000千円未満 
 

 

  



６ 格付基準の作成 

建設工事請負入札資格業者審査会規程（昭和５９年留萌市訓令第２号。以下「規程」と

いう。）第４条の規定による建設工事請負入札資格業者審査会（以下「審査会」という。）

は、格付のための総合数値により各申請者の格付の決定をしようとするときは、総合評価

値の分布、各等級の構成比、工事予定価格帯及び工事量等を勘案の上、格付基準点を作成

する。この場合において資格審査会は、工事種類間における調整に留意しなければならな

い。 

 

附 則 

１ この基準は、平成１６年４月１日から実施する。 

２ 工事に係る競争入札参加資格者格付基準（平成６年４月１日）は廃止する。 

附 則 

１ この基準は、令和５年３月１０日から実施する。 

附 則 

１ この基準は、令和８年３月１６日から実施する。 

 


